
 県央木材協同組合の木材利用の促進に関する構想
製材品の生産に地域材と合法木材を積極的に利用してい
くことで、２０５０年カーボンニュートラルの実現や山村の活
性化とＳＤＧｓに貢献する。
 県央木材協同組合の構想の達成に向けた取組の内容
・製材品の生産に地域材を積極的に活用（令和１２年度目標
１４，５００m3）
・木材利用の意義やメリットについて、ホームページやSNS等で
積極的に情報発信

 構想の達成のための⾧崎県による支援
・活用可能な補助事業等の情報提供・意見交換
・木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介
・協定に基づく取組を優良事例として積極的に広報の支援

県央木材協同組合×⾧崎県

木材の利用促進に関する協定

協定締結日:令和６年12月20日
有効期間:協定締結日から令和11年３月末まで
対象区域:⾧崎県

県央木材協同組合は、令和７年度に計画する木材加工流通施設（木材製材施設）の整備にあたり、
地域材を積極的に活用することにより、カーボンニュートラルの実現や山村の活性化等に貢献し、ま
た、連携して木材利用の促進活動と情報発信に努めるため、長崎県と協定を締結しました。

【協定の概要】


